
内灘町危険ブロック塀の除却に関する補助金制度 

◆補助対象となる危険ブロック塀 

 コンクリートブロック塀または石塀で、次の①②を満たすもの。 

 ①道路に面して設置されているもの 

 ②通行人の安全を脅かす恐れのあるもの 

◆補助金額 

 除却面積に4,000円を乗じた額、もしくは実際の除却工事費のいずれか低い方の額 

 ※但し、限度額は100,000円  



・申請を中止または変更する場合は、速やかにご相談ください。

＜お問い合わせ先＞　内灘町都市建設課　TEL ： 076-286-6710

※補助金の支払いは、申請者の
　口座への振込になります。

注意事項

・補助金交付決定前に工事を始めた場合補助金は交付されません。

・同一敷地において本要綱による補助金を受けている場合補助金は交付されません。

・申請者に町税の滞納がある場合補助金は交付されません。

※提出期限：
工事完了後30日以内、または交付
決定年度内のいずれか早い日

補助金交付確定通知書の受理・
補助金の受領

補助金交付確定通知書の発行・
補助金振込

補助金交付決定通知書の発行補助金交付決定通知書の受理

実績報告書・請求書の提出
受付・審査

事前相談 事前相談・事前調査

交付申請書・
添付書類の提出

受付・審査

申請者 内灘町
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